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中国直接投資(FDI)導 入における傾斜政策
一 華僑資本,台 湾資本に対する優遇傾斜政策の検討を中心に一

決 詩.鴻

IFDI導 入の特徴一二つの傾斜政策一一

94年 の 中国 に と って 最 大 の 目標 の一 つ は,ガ ッ ト復 帰 とWTOの 加 盟 問 題 で

あ った が,し か し,ア メ リ カ と の 途 上 国 地 位 供 与 と厳 し い 条 件 づ きMFN

(MostFavoredNation:最 恵 国待 遇)供 与 な どの 問題 交 渉 が 難 航 した こ と,及

び 中 国 国 内.市場 の 開放 と外 資 ・貿 易 に 対 す る地 域 の差 別 待 遇 つ ま り 「経 済 特

区」 の是 正 とい う問 題 が 残 る な ど,交 渉 は順 調 に は進 ま な か っ た11。WTOの

中 国加 盟 問 題 は,今 後 の 世 界 貿易 に大 きな影 響 を及 ぼ す 懸案 で あ り,95年 も引

き続 き交 渉 はつ づ くこ とに な る。 そ こで の双 方 の 争 点 の 一つ とな る統 一 的 な貿

易,投 資 体 制 にす るた め の 「経 済 特 区」 改 善 要 求 が,中 国 の貿 易 及 びFDI導

入 の特 徴 の一 つ で あ る,所 謂 国 内地 域 の 「階 段 式 傾斜 」2優遇 政 策 問 題 を浮 き彫

りに さ せ た 。 「階 段 式 傾 斜 」 とい うの は,国 が 指 定 し た地 域 で 外 資 が そ れ ぞ れ

違 う待 遇 を受 け る もの で あ る。 中 国 は79年 よ り,改 革 開放 と外 資 導 入 を決 め,

まず 国 内 に,4つ の経 済特 別 区(88年 に海 南 島 が加 わ った)と それ につ ぐ14の

沿 海 都 市,そ して 開放 都 市 に あ る経 済 技 術 開 発 区,最 後 に一 般 の内 陸 地 域 を わ

け,FDIを 導 入 す る際,金 融,税 制,輸 出 入 比率 な どの面 で 地 域 に よ って 違

う待 遇 を与 え る政 策 を と った。 これ は 中国FDI導 入 の一 つ の 特 徴 で あ る。

D中 国の ガッ ト及びWTO加 盟問題 と交渉過程については,今 井理之 「中国の対外経済政策の展

開 と成果」 『アジア経済11993'41月 号 を参照 され たい。

2)「 階段式 地域傾斜1と いう呼 び方は中国ではかな り一般化 してい る,例 えば方友義編 「経済特

区建設経験探索 」厦門ノく学Illi版杜,1992年 。
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この 国 内 地 域 別 「階 段 式 傾 斜 」 待 遇 の 問 題 は,ガ ッ ト交 渉 に よ りク ロー ズ

ア.ップさ れ たが,し か し も う一 つ の 傾 斜 問 題 は 隠 さ れが ちで あ る。 そ れ は海外

の 違 う地域 か ら くるFDIに 対 す る優 遇 策 の 違 い,つ ま り海 外 の違 う地 域 か ら

くる異 な る資 本 に対 す る 「傾 斜 」 優 遇 の 問 題 で あ る 。 こ こで は 「資 本 別 傾 斜 」

とよ んで お こ う。 この 場 合,一 般 外 資,海 外 ・香 港 ・マ カ オの 華 人 資 本,台 湾

.人資 本 に対 す る導.入優 遇 策 が それ ぞれ 異 な り,結 果 的 にそ れ ぞ れ の地 域 か らの

投 資 先 及 び そ の 性 格 に も違 い を もた ら した 。 こ ち らの ほ うは 国際 的 に大 きな問

題 に な って い な い よ うだ が,そ の性 格 は む しろ 中国 国 内 の 産 業構 造,技 術 発 展

の 問題 にか か わ り,中 国 自身 の発 展 戦 略 の 問題 に な って くる。 前 者 の 国 内地 域

傾 斜.Eの 特 徴 は これ まで の 他 の 多 くの 国 々 の外 資 導 入 初 期 段 階 に も見 られ た そ

れ と共 通 した 特 徴 で もあ り(た と えば 韓 国 の 馬 山,台 湾 の 高 雄 輸 出 加 工 区 な

ど),や が て先 進 国 資 本 か らの 圧 力,中 国 の経 済 国 際 化,WT〔,加 盟 な どで,

資 本進 出 の 自 由化 と制 限 撤 廃 を余 儀 な くさ れ る こ とに な り,自 ず か ら解 決 して

い く と考 え られ るが,他 方 後 者 の 資 本 別優 遇 傾 斜 問題 は 中国 特 有 の特 徴 で あ り,

一 定 の役 割 を果 た して い る
。 今 日の 華 南経 済 圏 の形 成 は それ に負 う と ころ 少 な

くなか ろ う。 海 外 で は華 人資 本 の役 割 は大 い に 注 目 され てい るが,そ の 形.成過

程 及 び そ の導 入 策 につ い て は あ ま り議 論 さ れ て い な い。 又 現 状 につ い て の分 析

も欠 け てい る よ うに思 わ れ る。今 口の 中 国 はFDI導.人 の初 期段 階 は す で に済

み,こ れ か ら産 業構 造 の 高 度 化 を 追 求 す る段 階 に入 る と思 わ れ るが,今 後 華 僑,

台 湾 資 本 優 遇 傾 斜 政 策 が 産 業 の 合 理化,高 度 化 と国 際 競 争 力 向 上 に積 極 的 な意

味 を持 ち続 け られ るか ど うか を再 考す る必 要が あ る よ う にお もわ れ る 。 ポ ス ト

冷 戦 後 の世 界 経 済 の 動 向 は ま さ に 巨大 多 国籍 企 業 の 利 潤 追 求 に主 導 さ れ た もの

で あ り,今 日の 巨 大 多 国 籍企 業 は もはや 資 本 の性 格 な ど は問 題 に せず,む しろ

リー ジ ョナ ル,グ ロー バ ル に企 業 の 戦 略 を建 て,行 動 す る ので,,資 本 の 性 格

に こだ わ る よ りも,FDI自 身 の もっ て い る優 位 と 中国 の持 つ優 位 を結 合 させ

3)冷 戦後の多国籍企業による世界経済統.含の原動力については,た とえば杉本昭七編著 『現代世

界経済の転換と融合」がある。
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る こ とが 最適 な基 準 に な るの で は な か ろ うか と考 え られ る。 この よ うな 基準 ・

視 点 で,い ま の 「資 本 別 傾 斜 」 政 策 が有 効 で あ り続 け るか ど うか に つ い て検 討

して み た い 。 まず,こ の 中国 式特 徴 を もつ 政 策 の生 成 過 程 とそ の 役 割 を 統計 数

字 と突 き合 わ して整 理 し,そ の効 果 を確 か めつ つ,同 時 に各 時 期 の 現 状 と照 合

しな が ら,そ の合 理 性 を検 討 して,若 干 の問 題 提 起 を して み た い 。

IIFDIの 導入過程 と華僑資本,台 湾資本優遇傾斜政策

外 資 導 入 は途 上 国 の経 済 発展 を速 め るた め の 有 効 な 手段 で あ る。 それ に は外

債 導 入 とFDI導 入 とい う二種 類 の方 法 が あ る。 これ まで の と ころ 初期 の韓 国

の よ うな借 款 重 視 型 と台 湾 の よ うなFDI重 視 型 が あ る。 中 国 は79年 よ り,厳

しい外 貨不 足 を解 消 す るた め,そ して香 港,台 湾,シZガ ポ ー.ルの経 験 か ら学

ん で.直接 投 資 の受 入 れ に力 を 入 れ た。 政 策 策 定 時 には,と くに 台 湾 の輸 出加 工

区 と華 僑 資 本 吸 収 政 策か ら多 くd)経 験 を え た と考 え られ る4}。 こ の た め,中 国

のFDI導 入 も経 済特 別 区 の設 置 と華 僑 資 本 誘 致 か らは じま って,今 日の 中 国

のFDI誘 致 の 二 大特 徴 とな った。 そ の 内 経 済 特 別 区 設 置 の 「地域 傾 斜 」 政 策

は先 に触 れ た が,こ こで は華 僑 とそ の 後 の 台 湾 資 本 へ の優 遇傾 斜 政 策 を見 て み

た い 。 まず これ らの政 策 の成 果 と して,現 在 の 中 国総 固定 生 産資 産 の10%はF

UIに よる もので あ る こ とを指 摘 して お こ う。 わ け て も香 港,台 湾 資 本 は1,

2位 を 占 め る こ と とな り(92年)5),.こ こに 中 国 の外 資 導 入 策 ,そ して 華 人優 遇

策 の成 功 が み られ る。 しか し,こ れ らの 成功 の過 程 に は紆 余 曲折 が あ り,政 策

もそ の都 度 時 勢 に応 じ,修 正 を 加 え られ て きた。 と くに,華 僑 資 本,台 湾資 本

導 入 のた め,法 令 の 制 定,修 正 な ど多 くの方 策 を講 じて きた 。 そ れ で は これ ら

の資 本 に対 し,ど うい う政 策,法 規 が あ る のか,ま た,ど うい う背 景で 華 僑 資

本,台 湾 資 本 に対 して優 遇 政 策 を打 ち 出 して きた か をみ て み よ う。

4)台 湾側か らの経 験 につ いては針生誠吉,安 田信 之編 「中国 の開発 と法』 アジア経 済研 究所,

1993年,10章 を参照 されたい。

5)「 中国対外経 済貿 易年鑑93」 よ り。
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中 国 のFDI導 入 は79年 よ り本 格 的 に始 ま ったが,導 入 関 連 法 と イ ン フ ラの

未 整 備 もあ っ て か,税 収 な どの 優 遇 条 件 は他 のNIEs,ASEAN諸 国 よ り も進

ん で い た に 毛 かか わ らず6,,初 期 のFDI導.入 は思 う よ うに進 ま な か っ た 。依

然 と して借 款 の ほ うが 外 資 の大 半 を 占め て い る。 そ こで 広 東,福 建 両 省 は 香港

との 近接 性 と華僑 ネ ッ トワ ー クの利 用 を狙 って,両 省 内 に4つ の 経 済 特別 区 を

設置 した。 それ に一 連 の 法整 備 を しなが ら,84年 か らの 第一..一次 対 中投 資 ブ ー ム

を迎 え たが,こ の 時 期 の 華僑 資 本(大 宗 は香 港 資 本)は 全 外 資 の80蛎 も占 め,

華僑 資 本 の利 用 は一 応 の成 功 を納 め た 。86年 に一 時 投 資 が 落 ち込 ん だ が,こ の.

時 期 以 降 さ らな る投 資 促 進 と開 放 策 を打 ち出 した た め,華 僑 資 本 が 再 び急 増 し

た 。89年 の天 安 門 事件 後,対 中投 資 ぼ一 時 停 滞 した,中 国 は西 側 諸 国 の制 裁 へ

の対 応 と して,こ こで も華 僑 資 本,さ ら に この 時期 に は台 湾 資 本 に対 し,一 連

の優 遇 策 を打 ち出 して,誘 致 に.努め た。 その 後 西側 諸 国 の 中 国市 場 へ の関 心 の

高 ま りに よ って,再 度 ブー ム とな り,今 日まで 続 い て い る。 この時 期88年 の 台.

湾 政 府 の 民 間 人大 陸訪 問解 禁 に呼 応 した 台 湾資 本 導入 政 策 が 効 を奏 して,台 湾

資 本 は92年 には香 港資 本 につ ぐ第 二 位 の外 資 とな った。 以 上 の導 入 過 程 にお い

て,一 般 外 資 が ま だ躊 躇 しが ち な80年 代 前 半 には,か つ て の60年 代 の 台 湾 と同

じ よ うに了},先 兵 的 役 割 を華 僑 資 本 に期 待 した1そ のた め中 央 と地 方 政 府 は 華

僑 資 本,台 湾資 本 を誘 致 す るた め,一.一般 外 資 よ り も優 遇 す る条 件 や 便 宜 を 与 え

た りす る。 そ れ ら一 連 の政 策 を概 観 して み よ う。.

まず,79年 以 降FDIを 導 入 す るた め の 中央 レベ ルで の.一連 の 重 要 な 政 策,

法 規 を整 理 してみ よ う。(表1>

表1の 全 国 レベ ル の政 策 と法 規 は全外 資(華 僑,台 湾 資 本 も含 む)に 対 す る

導 入促 進 の 重 要 な法 規 ・政 策 で あ り,こ れ ら以 外 に も税 収,外 貨 バ ラ ンス,土

ヨ

6)例 えば,中 国の法人所得税 は一般 地域33%で,シ ンガポー ル40%,タ イ35-40%,マ レー シア

40%,台 湾の一般企業釦%以.と.=.武 超編 「外商 対華投 資調研 報告」財.経出版社,282ペ ージ,表

10-1。

7)台 湾は50年 代か ら華僑資本 を導入 した。52年 に 「華僑投資 奨励法案」 を制定,多 くの保 障 と優

遇を.与えた.、厦 門大学台湾研究所1一台湾研究集刊」1989年2月,85ペ ー ジを参照。
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表1

1979.

1980.

1983.

1983,

1984.

1984.

1986.

1986,

1986.

1987.

.[988,

1990.

1990.

1992.

.1992.

1994.

7

8

4

Q
》

5

1ユ

1

4

10

FDIを 導入するための中央 レベルの一連 の重要 な政策,法 規

中外合資経営企業法

4つ の経済特別区設置 承認,広 東経 済特区条令制定

合弁企業優遇措 置を公:表.

中外合資経営企 業法実 施条例 の実行

中外含資経営企業所得税法(改 正)

14沿 海港湾都市 を経 済開発区 に指定

経済特別区,経 済開発区の外 国企業所得税,.L商 統一税 減免規定

合弁企業の外貨バ ランス問題 に関す る規定(100%外 資企 業の承認)

外資企業法 を公布

外 国投資奨励 に関す る規定(22ケ 条)を 公布(輸 出型企業,ハ イテ ク

企業優先原則)

台湾同胞投資奨励 に関す る規定 を公布

日中投 資保護協定 の調印

中外.合資経営企業法 の改止案 〔外資側取締会長承 認)

華僑,香 港,マ カオ同胞投資奨励 に関す る規定を公布

サー ビ.ス業,土 地 開発,国 内市場部分開放決定

内陸部沿江省都 に も沿海 開放都市政策 を施行決定

台湾同胞投資保護条例(国 外で仲裁が可能等)

出所:

戚天常編 「中国引進外資法律全書」 中国政法大学出版社,93.3

糸賀 下編 「対 中投資 実務 ガ イト」ICP出 版,88年

香港中国経済出版社編 「厦 門投資環境」92年

「海外投 資 ガイ ドー中国」三和銀行,三 和総研94.2 上 り整理作成

地使用,利 益送金などの面で数多 くの優遇政策に関する施行条例,細 則などを

公布 している。上記の全国レベルの重要な基本政策,法 規の中にも華僑,台 湾

資本にのみ適用する優遇措置がみられるが,そ のほかにも 「華僑投資の優遇に

ついて」,「台湾同胞の経済特別区での投資に関す る特別優遇弁法について」の

法令などが随時必要に応 じて公布されてきた。勿論一般外資に対する優遇措置

は華僑,台 湾資本にも適用される。華僑,台 湾資本に対す る地方の政策 も,中

央の政策方針を受けて,地 方 レベルの具体的な条例や措置 としてつぎつぎと制

定された。とくに経済特別区のある南部地域では歴史的に海外華僑や,台 湾と
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の地縁,血 縁関係が深 く,外 資導入は華僑資本,台 湾資本から始められやすい。

そのためこれらの地域で一連の地方条例や,優 遇策はより早 く,的 確に作 られ

ていた。たとえば,広 東省 「経済特区条例」の香港,マ カオ,台 湾同胞優遇条

項,汕 頭の 「合資尊人具体措置」「台商奨励暫定規定」,福建省の 「台湾同胞投

資企業の土地管理弁法」「台湾企業資金送金規定」「台湾同胞投資の便利のため

の出入国規定卸。厦門特区以外の海蒼,杏 林両地区を台商投資区として指定す

るなど,優 先的に台湾資本に同じ特別区の待遇を同地区で享受させる。そして

つい最近厦門市での 「厦門在住台湾同胞の生活消費価格(内 国人料金適痢)に

関する規定」,「厦門台湾同胞投資保障条例」(香港明12.月20目 経済面 報道)

など,南 部沿海省の経済特別区という有利な条件の上に,さ らに次々と打ち出

された華僑 ・台湾資木への優遇条件を加えて,華 僑 ・台湾資本にとっては,非

常に有利な進出諸条件となった。さらに沿海省だけでなく内陸省で も,た とえ

ば,「 山西省台湾同胞投資奨励規定」など,各 地方法規は各省が 自己裁量で制

定するもので,い ちいち列挙することはできないが,全 体 として,華 僑資本,

台湾資本が一般外資より多 くの優遇 と便宜を享受で きるようにとの基本的なF

DI導 入の姿勢が伺われる。以下どのように違 うかを比較 してみたい。各地で

多少の差があるが,こ こでは全国 レベルの法規 と特区,経 済開発区内で適用さ

れる法規を整理してみる。具体的には外資にとって重要な関心事項である投資

優遇条件(環 境)を いくつかの項目に分 けて比較 してみることにする(表2の

項目を参照N,各 種資本に付与された同様な優遇策でも付与された年代順に注

意しながら見ていきたい。

第2表 から...般外資 と華僑資本,台 湾資本に対する待遇の違いがある程度読

み取れるであろう。一言にして言えば,台 湾資本に対 して最大な優遇をあたえ

ている。その次は香港資本に対す るもので,最 後は一般外資 に対す るもので

あった。第1表 にもあったように,「台湾同胞投資奨励に関する規定」は88年

に制定されたが,「香港,マ カオ,華 僑資本投資奨励に関する規定」は2年 遅

8〕許里偏 「台港マカオ同胞及び海外華僑国内投資指南」華文出版社,1992年より整理.
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表292年 まで資本別優遇措置項 目別比較表

一般外資 華僑資本 台湾資本

参入可能

な業種

運輸,不 動産 など第

三産業 の多 くを制限

同 左

回 左

最初からほぼ全業種可能

融資優遇 独 資,.ハ イ テ ク,輸

出企 業 に優 先

.全業種可能

出資方式

・比率

88年 まで経済特 区以

.外49%以 下

90年 か ら台湾資本 と同

待遇

25%以..ヒ,上 限 な し独 資 可

.合弁期 間 十年以上 5-30年,延 長 可 制限な し

取締会長

人選

90年 合弁法改正 まで

外資側 会長就任不可

90乍華僑投資 奨励法成

立 まで不可,

制限 な し,88年 台湾投資奨

励法 に明記。

減免税 二 減 三 免,そ の 後

33%、 特 区 のみ15%

三 免 囚 減,そ の 後20%

ハ イ テ ク業種 一般 地 域

で も15%

四免五減,そ の後特区,台

商投資区 内全業種15%,生

産A70%以 上輸 出なら10%

固定資産

償却期間

優遇な し 償却期間 を.早め ること

が認 られ る

同 左

製品 の国

内販売

92年 ハ イテク製品申

請可

許可 された一定の比 率

の国内販売 可

最 初か ら30%国 内販売可

一.一再投資税

金還付

納税 済み額 の40%還

付

納税済み額の50%を 還

付

同 左

土地使用

費用.・許

可な ど

特区内製造業 のみ2

年間20-30%徴 収

一 般 外 資 よ りさ らに 土

地 使 用 料10-30%減 免 、

建設期 間及び操業後5年 間

土 地使用 料免除 、九年後半

免

注=表 内ば92年までの政策である。

出所=

計量編 「台港マカオ同胞及び海外華僑国内投資指南」華文出版社,92年

戚天常編 「中国引進外資法律全書」中国政法大学出版社.93.3

香港中国:経済出版社編 「慶門投資環境一92年

方友義編 「経済特区建設経験探索」厦門大学出版社,92年

れ て90年 に制 定 され た。香 港 を中心 とす る華 僑 資 本 は投 資 で 先 発 した に もか か

わ らず,待 遇 の面 で は差 を付 け られ て い た。 そ の改 善 を求 め られ,90年 の華 僑

資 本投 資奨 励 に 関す る規 定 が 制 定 され た 。台 湾 資 本 に とって は,華 僑 ・香 港 資

本 を優 先 さ せ た こ とが 台 湾 か らの投 資 の低 迷 か ら脱 却 し,政 治 的 統 一 とい う 目
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標 を達 成 す るた め の懐 柔 策 で もあ っ た と理 解 で き よ う。 ま た 台湾 資 本 へ の誘 致

政 策 の変 化 は つ ね に政 治情 勢 と 「両 岸 関係 」 に連 動 して い て,政 治 的 に利 用 す

る意 味 で,よ り迅 速 で,よ り多 くの優 遇 策 と い う点 で 台 湾 資 本 に傾 斜 して い る。.

政 策 と政 治 との 連 動 関 係 を 次 表 で ま とめ てみ よ う。

表3両 岸交流の解禁開放政策連動関係 一覧表

...

台 湾 側 政 策 大 陸 側 政.策

86.ユ0 外国投 資奨励 に関す る規定

87.7 中央銀行外貨統制を解除 外資奨励関連法規整備

大陸銀行 との間接 送金解禁

87.11 民間人大陸旅行 を開放

88.7 台胞投資奨励に関する規定

89.5 福州,厦 門で台湾投 資区指 定,全

国 に広 が る。

89.7 .対大陸間接投資管理弁法.

91.1 対大陸間接投資を解禁

93.2 「大陸地 区にお ける投資 と技術 合

作 の許可弁法」発 表

94.3 台湾同胞投資保護法

出所;

祭宏明 「中日対大陸投資比較研 究」 『問題 と研究」33巻,93年1月

香 港中国経済 出版社撫 「厦門投資環境 」92年

方友義編 一経済特区建設経験 探索」厦門大 学出版社,92年

表3で の両方の政策公布の時期をみれば,台 湾資本に対する,豊 富な資金と

経営 ノウハウの期待 とともに,大 陸側は随時政治的な考慮 と両岸関係の改善と

変化に配慮 した形での優遇政策を打ち出 していることがわかる。結果的には,

台湾は最大の優遇政策の傾斜地域 となる。それでは,こ れらの傾斜政策を受け

て,台 湾資本,華 僑資本並びに一般外資がどのような動きを示 しているかを実

際の統計数字で検証していきたい。そ してその数字の背後にある実際の状況を

見ることによって政策成果を検証 してみよう。
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III統 計数字による検討 と現状分析

まず93年 ま で の 各 種 類 の外 資 導 入 実 績(契 約 ベ ー ス 〉 を見 よ う。(表4,図

1,.2)

表4外 資、香港(マ カオ含む)、 台湾の対中投 資及び客年成長率(百 万 ドル)

......

全外資 成長率 香港 成長率 台湾 成長率

83年 1,917 642 *

84 2.87450% 2.175239% *

85 6.333120% 4.13490% *

86 2,834-55% 1,449-64% *

87 3.709ユ% 1,97コ36% 190

88 5.29743% 3.58382% 21815%

89 55996%, 3,244-9% 43298%

90 6.59618% 3.94322% 89⑪106%

9ユ 11.97682% 7.50790% 1.38956%

92 58.123385% 4ユ.531453% 5.543299%

93 111.43092% 74.18079% 8.58⑪55%

注:全 外資 は香港、台湾 も含む.

脱 一92年までの数字は 「中国デー タファイル93」.IETRO,1993年,186ペ ー ジよ り。

83と93年.分 の全外資部分 は 「rl↑国統計年.鑑94」よ り,香 港部分 は 「両岸経 済交流 と台湾」118

ページよ り(JETRO93,6渡 辺利夫編1。 台湾部分 は祭宏明 「中 日対大陸投資比較研究」 「問

題 と研究」認巻93.年1月 より

一般 的 に 中 国へ の直 接 投 資 は4つ の 時期 に分 け られ る9〕。79-83年 は揺 籃 期,

85年 は 第..一次 ブ ー ム期,86年 は 第.一次 ブ ー ム後 の停 滞期,87,88年 は 第 二 次

ブー ム..[=昇期,89年 は また 停 滞 期 には い り,そ して 第三 次 ブ7ム 期 は90年 以 降

か ら今 日ま でつ づ く。

表4と 図.1の 最 上 段 の線 か ら も は っ き り と二 回 の ブ ー ム変 動 が 読 み取 れ る。

図1の 香 港 資 本(中 位 の線)と 台 湾 資 本(最 ド段)も 概 ね 全 外 資 と同 じ傾 向 を

示 して い るが,多 少 の 開 き もみ られ る。 成 長 率 で み れ ば,85年 の伸 び率 が外 資

全 体 で 急.1.=昇し,香 港資 本 は少 し緩 や か に な った 。 実 際 に も83年 まで80%以 上

9)対 中投資の一般的分け方である、、例えば,今 井,前 掲論文,三 和総研,前 掲書。
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を 占 め た香 港 資 本 は86年 に60%ぐ らい に下 が っ て きた,そ の後 の成 長 率 変 動 は

他 の外 資 よ り激 しい 。92年 以 降 は他 の外 資 の成 長 率 が リー ドしてい る,ま た 比

率 も増 え る傾 向 にあ る(図4参 照)。 台 湾 資 本 の場 合 は88年 か ら伸 び 率 が 高 い,

90年 か ら三 者 の 内 で 一番 伸 び率 が 鈍 い と見 受 け られ る。絶 対 量 も香 港 資 本 と比

べ れ ば,か な り大差 を付 け られ て い る こ とが わ か る。 上 記 の推 移 が ど うい う状



96(176>第156巻 第2・3号

況 か ら生 まれ た のか,そ の結 果 が 政 策誘 導 と一 致 して い るか ど うか を み る た め,

つ ぎは.各ブ ー ム親 ご と に,と くに香 港,台 湾 資 本 の変 化 を政 策 要 因(表 ユを 参

考)と 関連 させ なが ら見 て い こ う。

83年 まで 外 資 の 出足 が鈍 か った ので,84年 か ら中国 は,沿 海 都 市 開放,権 限

の 地 方 政府 へ の委 譲,減 税 な どの措 置 を とる こ とで,外 資 の 第..一次 ブー ム を招

来 した。 と くに経 済特 別 区 の イ ンフ ラ整 備 が 完 備 して きた の で,香 港 資 本 が 大

挙 進 出 して きた 。83-84年 の 香 港 資 本 が 全外 資 よ り も急 な勾 配 を示 して い る こ

とは特 区へ の集 中投 資 の た めで あ る。85年 は他 の外 資 も香 港 資 本 に つ られ て大

き く伸 ば して い る.86年 の落 ち 込 み は どち ら も同 じだ が,香 港 資 本 は よ り大 き

い 。 こ こで は外 貨 バ ラ ンス問 題 や経 済 引 き締 め と投 資 業 種 の制 限 が 大 きな 原 因

と な った 。 と くに香 港 資 本 は ホ テ ル業 に集 中 して お り,そ れ が 制 限 業 種 にな っ

た た め,大 き く後 退 したで の あ ろ う。 また香 港資 本 はか な りの 部 分 の 資 金 調 達

は 中 国 の銀 行 を 使 うた め(こ れ も優 遇 条 件 の一 つ で あ る),金 融 引 締 め も直 接

.響 い た。87-88/一 は第 二 次 ブ ー ム期 には い り,香 港 資 本 は ま た 急 上 昇 した 。 こ

の時 期 か ら台 湾 か らの投 資 が顕 在 化 した。87年 には 台 湾 が外 貨 規 制 と大 陸 へ の

間 接 送 金,そ して 民 衆 の 大 陸 旅 行 を 解 禁 して い る1%一 方 大 陸側 で は88年 に

「台 湾 同胞 投 資 奨 励 規 定 」 が 公 布 さ れ,一 層 の 優 遇 条件 を与 え た た め,台 湾 の

労 働 集 約 型 産 業 の 多 くは この時 期 に生 き残 りをか けて率 先 し.て,海 を渡 った 。

しか し,.依 然 と して全 体 額 は小 さか った689年 は 天安 門事 件 の影 響 で,再 び 落

ち込 み をみ せ た 。 と くに香 港 資 本 が敏 感 で あ った。 それ を打 開 す るた め,ま た

台 湾 投 資 との差 別 へ の不 満 を あ る程 度解 消 させ るた め,中 国政 府 は90年 に 「香

港,華 僑投 資 奨励 規 定 」 を公 布 し,再 び ブー ムが 到 来 した 。 香 港 資 本 は また も

や 急 成 長 をみ せ た。9ユ年 は よ り三 者 と も大 き く成 長 をみ せ たが,他 の 外 資 の ほ

.う.はます ます 成 長が 速 く,比 率 も増 え る傾 向 で あ る こ とが 表4の 比 率 と図2で

読 み 取 れ る。他 の外 資 の成 長 は,先 進諸 国 と くに多 国 籍 企 業 が つ ぎつ ぎ と大 プ

ロ ジ ェ ク トを投 入 した こ とに よ る と思 わ れ る,そ れ らは今 後 もさ ら に続 く見 通

10)台 湾人の大陸旅行,投 資解禁について,祭 宏明,前 掲表4を 参照されたい。
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しで あ る。 これ は 表2に もあ る よ うに一 般 外 資 に も徐 々 に よ.り多 くの優 遇 を与

えた た め と考 え られ るが,そ れ よ りもむ しろ世 界 政 治 経 済 の 動 向 に よる もの が

よ り大 きい とい え よ う。 台 湾資 本 の総 投 資 額 は92年 に第 二 位 まで成 長 した もの

の,成 長 率 は 依 然 と して他 の 両 者 に劣 る。 全 体 と して.香港 資本 は 一位 を保 っ て

い るが,そ の 勢 い の 変動 は激 しい。

上 記 の統 計 数 字(契 約 ベ ー ス)で 見 て きた よ うに 中 国 は,華 僑 資 本,台 湾資

本優 遇 傾斜 政 策 に よ り,一 応 の 成果 を納 め た もの の,結 果 と して幾 つ か の 問題

点 も抱 え る よ うに思 わ れ る。

数 字 の 上 で は香 港 資 本 の変 動 の激 しさが わ か る。 そ れ は 短期 的,投 機 的,ま

た 小 規 模投 資 の ものが 多 い た め,政 策 変 動 に敏 感 に反 応 す る,と い う特徴 が見

い だ せ る。 台 湾 資 本 につ い て は,基 数 が 小 さい の と優 遇 政 策が よ り多 く享 受 で

き るた め,も っ と高 い 成長 率 が 予 想 され るが,統 計..ヒで は 意外 と も言 え る数 字

が 出 て い る。 と くに香 港 資 本 と比 較 した場 合,か な り遅 れ を と って い る こ とが

わ か る 。 台 湾傾 斜 優 遇 政 策 の期 待 と実 際 の 乖 離 が 読 み 取 れ る。 ここ に は台 湾 資

本 は 政 治 的 な 要 因 に よ っ て,現 段 階 で は資 本 の論 理 の貫 徹 を 阻 まれ る とい う も

う一 つ の特 徴 が み られ る。 実 際 に も各 地 方 で は期 待 はず れ の ケー ス が 少 な くな

か っ た 。厦 門 の海 蒼 台 湾 投 資 区 で は,台 湾 プ ラス チ ックか らの 巨 大投 資 が 持 ち

.込 ま れ た が,イ ン フ ラ な ど整備 した もの の,台 湾 政 府 の圧 力 で,と う と う実 現

しな か った1㌔ 現 地 厦 門 で は,他 の外 資 に は 当 該地 区 を 開放 で きな い た め,大

きな負 担 に な っ て しま って い る 。94年 に な っ て初 め て 中央 政 府 は 当該 地域 を一

般 外 資 へ も開 放 す る こ とを認 可 した12}。これ らの特 徴 は傾 斜 優 遇 政 策 の導 入 誘

致 効 果 の あ る程 度 の限 界 を.表して い る。

こ の傾 斜 優 遇 政 策 の誘 致 効 果 に つ い て,尊 人.され た 香 港,台 湾 資 本 の 実 行

11〕 台湾 プラスチ ック社 石油精製工場 の厦門進出は,す でに協 議書 調印済みの段 階にあったが,台

湾経済部が許可塗ず,か わ りに台湾乗 部に川地を提供す ることで進出を阻止 した。

12)厘 門側 は中央 の指示で3年 間 もその整備 した用 地を留保 したままで,他 の外資 を受 け付け な

か ・つた。94年 の台湾ブ ラ.ステ ック杜 の計画取 り止め通達の後,一 部を他 の外資 に開放。 部 はま

だ台湾 プラスチ ックのために留保 してい る。

.
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ベ ー ス数 字 で 再 検 討 す る必 要 が あ る。

先 の数 字 的検 討 は契 約 ベ ー ス の 数字 に よ る もので あ り,全 体 傾 向 は あ る程 度

示 す が,実 行 ベ ー ス数 字 で 見 れ ば,か な り下方 修 正 を しな けれ ば な ら ない。93

年 の契 約 ベ ー ス の数 字 で は香 港 マ カ オな ど華僑 資 本 が ・位 で,台 湾 資 本 は 二位,

次 は米 国,口 才 と な って い るが,資 本 金 の 実行 ベ ー スで み た場 合 一位 は香 港 で,

二 位 は 日本 で あ る。 そ れ は 出 資履 行 率 で 香 港 と台 湾 が 契約 ベ ー ス順 位 四位 の 日

本(64,93%),三 位 の 米 国(40,4%)よ り も悪 く,そ れ ぞ れ28.63%と22.63%

で あ った こ とに よる聯。 華 僑 ・台 湾 資 本 は,中 国国 内で 金 融 機 関か ら融 資 優 遇

や,外 資企 業 に対 す る免 税 優 遇 な ど を活 用 で き るた め,こ うい う現 象 が 起 き る

と考 え られ る。 かつ て華 僑 台 湾資 本 の 土 地,不 動 産投 資 が優 遇 され,資 金 な し

で 名 義 の み を投 機 転 売す る ケ ー ス も少 な くなか った 。 最 近 は す こ し改 善 され た

が,そ れ で も履 行 率 は低 い 。

傾 鮒 憂遇 政 策 の 誘 致効 果 に 限界 が 出 て い る こ とが わ か る。 そ れ 以上 に,そ の

政 策 施 行 過 程 に お い て,そ れ 自体 か ら生 ず る問 題 も無 視 で きな い 。 これ は 中 国

の全 体 の 産 業 政 策,中 国経 済 の 国 際化 へ の 国際 戦 略 にか か わ る問題 で もあ る。

華 僑 ・台 湾 資 本 に対 す る投 資 業種,期 間,.税 優 遇,投 資 形 態 な どの傾 斜 優 遇 策

は,導.人 産 業 の 合 理 化,高 度 化,技 術,ノ ウハ ウの 習 得 及 び 製 品 の 国 際競 争力

の 向.ヒとい う基 準 か らす れ ば,多 くの 問題 点 が 潜 ん で い る。 そ の現 状 は数 字 に

は 出て こな い が,現 場 か らの指 摘 を幾 つ か と りあ げ て み よ う。

まず,投 資 業 種 と規模 に対 す る制 限が 少 ない 点 は,一 般外 資 に は,輸 出産 業,

ハ イ テ ク にの み あ た え る優 遇 策 だが,華 僑 資 本,台 湾 資 本 に は よ り寛 大 に与 え

られ た 。 そ の た め,華 僑 資本,台 湾資.本が ホ テ ル,不 動 産 業 と小 規 模,小 資 金

の労 働 集 約 型 産 業 に 集 中 す る現 象 が起 きた。 台 湾 の 例 で 言 え ば,93年 まで の投

資 額 か ら み る業 種 の 順 位 は,ゴ ム製 品 ・製 靴 が17%,電 子 ・電 器 が14%,食

品 ・飲 料 が11%,次 は 基礎 金 属,紡 績 な どで あ る,労 働 集 約 的 な 業種 に集 中 し

て い る こ とが わ か るL㌔ 投 資 規 模 で 言 え ば,例 え ば台 湾 企 業 の規 模 は92年 まで

13)祭 宏明 「中日対大陸投資之比較研究」1問題与研究」第33巻第1期,1994.1,77ペ ージ。
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の 平 均 は大 陸 側 発 表 数字 は88万 ドル,台 湾経 済 部 に届 け た数 字 の平 均 は32.6万

ドル,実 際 利.月額 は19,9万 ドル とな っ てい る。 同期 の 日本 の対 中投 資 の 一 件 当

りの平 均 規 模 は150万 ドルで あ り,台 湾 経 済 部 に届 出 た台 湾 企 業 の 平均 規模 と

は5倍 の差 が あ るL%こ の よ うに 香 港,台 湾 資 本 の 対 中投 資 は 規 模 の 小 さ い 中

小 企 業 が 先 行 して い る こ とで,優 良 立 地 や イ ン フ ラ利 用 を先 占 して い るた め,

後 に く る資 本 集 約 型 大 企 業,ハ イテ ク企 業 の展 開 の足 枷 に もな って い る。

資本 比 率 に 関わ る こ と な く早 くか ら台 湾 資 本 に は 開放 した た め,台 湾 独資 企

業 が 多 い の も一 つ の 特 徴 と な って い る。 全 国 の 台 湾 資 本 の56%が 独 資 で あ る1G,、,

しか し独 資 企 業 は技 術 移 転 の面 で それ ほ ど 貢献 が な く,そ れ 自体 の 技 術 水 準 に

は先 端 的 な もの が 少 な く,80年 代 の世.界水 準 の 設 備 能 力 を もつ 台 湾 企 業 は厦 門

で は僅 か5%し か ない といわ れ て い る'%中 国 の 産 業 技 術 発 展 に貢 献 させ る狙

い とは程 遠 い 現 状 にあ る。

合 弁 期 間 及 び投 資 期 間 が 無 制 限 で あ る こ と,ま た3年 嘩 僑 資 本),4年

(台 湾 資 本)に わ た る免 税 の優 遇 も悪 用 され が ちで あ る。 免 税 期 間 が 終 わ る と

財 務 操 作 で 破 産 宣告 して,す ぐま た全 く同様 な 内 容 の 会社 が 別 名 で 再 ス ター ト

して再 度3,4年 の 免税 期 間 を享 受 す る こ とが あ る。

優 遇 政 策 は華 僑,台 湾 か ら 多 くの資 金 を吸 収 した一 方 で,そ れ まで 特 区 内 に

投 入 した 他 の国 か ら の資 金,企.業 が 弾 きだ され る傾 向が あ る1嘱〕,労 働 集 約 型 と

小 規 模 企 業 に集 中す る こ とか ら,結 果 的 に産 業.合理化 と高 度 化 に は逆 効 果 を 齎

ら しか ね な い 。

こ う して 中 国 は,一 方 で 外 資 に輸 出指 向型 工 業 化 と技 術 移 転 の 促 進 に期待 し

た が,他 方 華僑 資 本 と台 湾 資 本 に寛 大 な優 遇 策 を与 え たた め,そ れ に よ り生 じ

た 問題 点 が,中 国 の外 資 尊 人 の 政 策]標 と期 待 とは逆 方 向 へ 進 む とい う ジ レ ン

14)「 経済前観」台湾中華経済研究院出版,1994,4,36ペ ージ。

15)祭 宏明,前 掲論文,84ペ ージを参照。

16)同 上。

17)厦 門大学台湾研究所翁成受教授とのインタビューによるもの。

】8)厦 門の台湾,華 僑優遇策により台湾 ・華僑資本が増える反面,一 般外資が.1.'度反比例的に減少

した。方友義,前 掲書,3肥 ページ。
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IVむ す び

88年 以降,中 国は一般外資にたいしても徐々により多くの優遇を与えるよ

うにな り,(表1を 参照)さ らに,意 識的にハイテク産業を奨励するようにな

り,一 般外資と華僑 ・台湾資本の差別が縮まってきている。90年 以降 般 外資

の成長が速いことは図2で もわかる。.111国にとって外資導入の初期段階はすで

に済み,外 資を選択する段階にきている。これか らWTO加 盟を目指す中国は,

国内市場の開放 も余儀なくされることになろう。自国製品の高度化と国際競争

力の向上はむしろこれからの重要課題になろう。先に見たように傾斜優遇策は

場合によっては,中 国のこれからの産業構造高度化の足枷になる可能性をもっ

ている。これまでは香港資本の先兵的役割の期待の.hで の優遇 と,台 湾資本に

対する政治的見地からの優遇は必要であったかもしれないが,国 内市場開放 と

資本自由化にともなって,す でに外資が急増してきている。これか らも他の外

資の中国.市場への投資が急増すると予想される。とりわけ多国籍企業がいよい

よ本格的に中国進出を目指 している。中国がこれからの国際分業の位肯づけ.を

考える上では,も はや量的な誘致策の役目は終わってもよかろう。外貨取得の

ための外資誘致から本格的な技術導入あるいは第二次輸入代替への政策転換が

求められている。

もう一つ注意すべき現象は,華 南経済圏内の省への投資成長率がすでに減速

していることである。中で も福建省の成長率は華東地域の他の.省に抜かれてい

る。例えば92年 の外資尊人額の契約,実 行ベースとも江蘇省が福建省を抜 き,

第二位になった。一般.外資が華東地域,さ らに内陸地方にシフトした結果であ

る'%華 南地方わけても福建は華僑 ・台湾資本に依存する傾向があり,華 南経

済圏を閉鎖的な華人経済圏にしてしまうと,逆 に世界経済への参入や,固 有の

19>「 中 国 デ ー タ フ ァ イル93」JETRO1993年11月,191.192ペ ー ジに よ る。 但.し 「中 国 対 外 経 済

貿 易 年 鑑 」 客 年 版 よ り。
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優 位 性(交 通,情 報,金 融,人 的優 位)を 喪 失 しかね な い。 他 の外 資 の 導 入 に

よ って,産 業.・製 品の 高 度 化,国 際 競 争 力 の 向 ヒや,産 業 の合 理 化 に努 め るべ

ぎで あ ろ う。 これ らの 目標 は華 僑 ・台 湾 資 本 だ け で カ バ ー で き る性 質 の もの で

は な い.そ の一ヒ,現 在 台 湾 で 遂 行 して い る 「六 年 国家 建設 計 画 」 の 大 型 内 需 拡

大 プ ロ ジ ェ ク トに よ る資.金吸 収 と産 業 構 造 高 度化 に よ る資 金 需 要 に よ って,今

後 の対 中投 資 は不 透 明 にな ろ う。 華 僑 ・台 湾資 本 優 遇 の これ か らの 成 果 に も限

界 が で るで あ ろ う。 そ れ よ りもす べ て の外 資 を 平等 に し,金 融 の 近 代 化,新 た

.な イ ン フ ラ整 備 に努 め,よ リハ イ テ ク,高 付 加価 値 に 向か う外 資 を導 入 し,新

しい 競 争 力 の 取得 と持 続 的発 展 を可 能 にす る こ と を これ か らの 課題 にす べ きで

あ ろ う。
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